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島原地域広域市町村圏組合人事行政の運営等の状況 

 

 

島原地域広域市町村圏組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例（平成 18 年条例第２号）第６

条の規定に基づき、人事行政の運営等の状況について、次のとおり公表します。 

 

 

１．職員の給与費の状況（平成20年度当初予算） 

 

区 分 給 料 期末勤勉手当
その他の職員
手当 

合 計 
職員1人当たり
の給与費 

 千円 千円 千円 千円 千円

一般行政職 167,715 69,856 32,118 269,689 6,129 

消 防 職 643,147 261,902 132,083 1,037,132 6,961 

810,862 331,758 164,201 1,306,821 6,771 
合 計 

62.0% 25.4% 12.6% 100.0%  

 

 

２．職員の平均給料月額（平成20年４月１日現在） 

 

一 般 行 政 職 消 防 職 

平均給料月額 平 均 年 齢 平均給料月額 平 均 年 齢 

315,800円 41歳2ヶ月 358,900円 46歳1ヶ月 

 

 

３．職員の初任給の状況（平成20年４月１日現在） 

 

島原地域広域市町村圏組合 国 
区 分 

決定初任給 
採用２年経過
後 給 料 月 額

決定初任給 
採用２年経過後
給 料 月 額

  円 円 円 円

大 学 卒 161,600 178,800 172,200 185,800 
一般行政職 

高 校 卒 140,100 149,800 140,100 149,800 

大 学 卒 187,500 204,500 200,000 214,700 
消 防 職 

高 校 卒 158,100 172,000 158,100 172,000 

 

 

４．職員の経験年数別、学歴別平均給料月額の状況（平成20年４月１日現在） 

 

区 分 経験年数10年 経験年数15年 経験年数20年 

  円 円 円 

大 学 卒 252,600 290,600 345,200 
一般行政職 

高 校 卒 207,000 260,500 297,900 

大 学 卒 259,500 295,200 350,900 
消 防 職 

高 校 卒 235,500 268,000 302,200 
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５．級別職員数の状況（平成20年４月１日現在） 

 

区 分 標準的な職務内容 職 員 数 構 成 比 

   人 %

1級 事務員、技術員 3 7.0 

2級 主事、技師 10 23.3 

3級 主査 11 25.5 

4級 係長、主任、副主任 8 18.6 

5級 課長補佐 6 14.0 

6級 事務局長、次長、課長、参事 5 11.6 

一般行政職 

計  43 100.0 

1級 消防士 23 15.5 

2級 消防副士長、消防士 9 6.1 

3級 消防士長、消防副士長 14 9.5 

4級 消防司令補、消防士長、消防副士長 69 46.6 

5級 消防司令、消防司令補 24 16.2 

6級 消防司令長、消防司令 5 3.4 

7級 消防監、消防司令長 4 2.7 

消 防 職 

計  148 100.0 

 

 

６．特別職の報酬等の状況（平成20年４月１日現在） 

 

区 分 給料・報酬 

 円

管 理 者 年額     62,000 

副 管 理 者 年額     59,000 

議 員 日額      6,000 

 

 

７．職員手当の状況 

⑴ 期末勤勉手当（平成20年４月１日現在） 

区 分 期末手当 勤勉手当 計 

 月分 月分 月分

６ 月 期 1.4 0.75 2.15 

1 2 月 期 1.6 0.75 2.35 

計 3.0 1.45 4.5 

 職制上の段階、職務の級等による加算措置 有
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⑵ 時間外勤務手当（平成19年度の決算） 

区 分 支給総額 支給職員１人当たりの支給年額

 千円 千円

一般行政職 6,510 171 

消 防 職 15,177 112 

計 21,687 125 

 

⑶ 特殊勤務手当（平成19年度の決算） 

区 分 支 給 総 額 支給職員１人当たりの支給年額 

 千円 千円

消防夜間通信業務従事者手当 1,568 35 

はしご車隊員手当 74 5 

計 1,642 36 

 

 

⑷ その他の職員手当（平成19年度の決算） 

区 分 内 容 支給総額 支給職員１人当たりの支給年額

  千円 千円

扶 養 手 当 

⑴配偶者         13,000円/月

⑵配偶者以外の扶養親族 

①1人につき       6,500円/月

配偶者がない場合、 

そのうち1人について  11,000円/月

②満16歳の年度初めから満22歳の年度

末までの子がいる場合、 

加算額         5,000円/月

32,128 226

住 居 手 当 

⑴持家 

新築・購入者（５年間）  2,500円/月

⑵借家 

月額12,000円を超える家賃を支払って

いる者    支給限度額27,000円/月

10,857 217

通 勤 手 当 

⑴交通機関等利用者 

支給限度額       55,000円/月

⑵自家用車等利用者 

片道２km以上の通勤距離段階区分に応

じ、2,000円/月～24,500円/月 

13,703 80

管理職手当 
特定職以上の職員に給料月額の 

100分の８～100分の15支給 
8,512 654

夜 勤 手 当 
深夜（22時～翌朝5時）に正規の勤務時間

が割振られた職員に支給 
4,452 35

休 日 給 
祝日及び年末年始の休日において勤務し

た職員に支給 
55,187 441
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⑸ 退職手当（平成20年４月１日現在） 

区 分 自己都合退職 定 年 退 職

月分 月分

最高限度額 59.28 59.28 

勤続20年 23.50 30.55 

勤続25年 33.50 41.34 

勤続35年 47.50 59.28 

その他の加算措置 
定年前早期退職特例措置 

（2％～20％加算） 

退職時特別昇給 なし 

千円

１人当たり平均支給額（平成19年度）    26,718 

 

 

８．部門別職員数の状況と主な増減理由 

 

区 分 職 員 数 

部 門 平成19年度 平成20年度
対前年増減数 主な増減理由 

 人 人 人 

総 務 16 15 △1  

衛 生 2 2 0  

消 防 144 148 4 前倒し採用 
一 般 行 政 部 門 

小 計 162 165 3  

介護保険 25 25 1 業務増 
公営企業等会計部門 

合 計 187 191 4  

 

 

９．職員の勤務時間等の状況（平成20年４月1日現在） 

 

区 分 勤務時間 開始時刻 終了時刻 休 憩 時 間 

通常勤務者 

（消防職含む） 
8時間 8：30 17：15 12：15～13：00 

隔日勤務者 

（消防職） 
16時間 8：30 翌日8：30

12：15～13：00 

17：15～18：00 

22:00～翌日6:30の

間に6時間30分 

消防本部指令課 

勤務者 
16時間 8：30 翌日8：30

11:00～14:00の間

に45分 

17:15～翌日8:30の

間に7時間15分 
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１０．職員の分限及び懲戒処分の状況（平成19年度） 

 

処 分 内 容 処 分 者 処 分 事 由 

  人

免 職 0  

降 任 0  

休 職 2 心身の故障による 
分 限 

降 給 0  

免 職 0  

停 職 0  

減 給 0  
懲 戒 

戒 告 0  

 

 

１１．服務の状況 

 

平成19年度においては、次に掲げる通知等により、職員の服務規律の確保に努めました。 

 

平成19年11月13日 市町等における不祥事件の防止について 

平成19年12月19日 年末年始における綱紀粛正について 

平成20年 1月 4日 飲酒運転等に係る綱紀粛正について 

 

 

１２．職員の福祉の状況及び利益の保護の状況（平成19年度） 

⑴ 職員の健康診断の状況 

区 分 受 診者数 

 人

人間ドック 48 

定 期 健 診 358 

計 406 

 

 

⑵ 職員の福祉の状況 

加 入 団 体 

長崎県市町村職員共済組合 

 

 

⑶ 職員の公務災害発生状況 

加 入 団 体 区 分 災害件数 災 害 の 概 要 

地方公務員災害補償基金 消 防 職 １ 救急活動中の負傷 
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⑷ 勤務条件に関する措置の要求の状況 

該当なし 

 

⑸ 不利益処分に関する不服申立ての状況 

該当なし 

 

 

１３．研修の状況（平成19年度） 

 

研 修 名 研 修 人 数 

 人

消防大学校 1 

長崎県消防学校 28 

長崎県消防長会研修 17 

救急救命士養成研修 1 

救急救命士就業前研修 2 

救急救命士再教育 11 

救急医学会研修 5 

情報処理業務研修 19 

システム技術研修 15 

廃棄物処理施設技術管理者講習 1 

廃棄物処理施設技術者研修 1 

通信教育研修 5 

計 106 

 


